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地方税分野における番号制度の利用場面 

①番号を用いた地方税情報の管理 
○納税義務者等が提出する申請・届出等の記載事項
に番号を追加 

○エルタックスを通じて国税当局から提供される確定
申告情報等や税当局間の通知に番号を追加 

○番号を用いた情報の名寄せ・管理 
 
 
 
② 情報提供ネットワークシステムを通じた

情報の取得 
課税事務のため、現在は文書で照会している他の市町村
の所得情報や、添付書類の提出を求めている障害者手帳
の情報などをネットワークを通じて取得 

 
 
 
③ 情報提供ネットワークシステムを通じた

情報の提供 
所得情報の提供により、社会保障分野の手続で求めている
所得証明書の添付を省略 

地方税当局 

国税当局 

都道府県 年金保険者 

申請・届出等 
＜番号＞ 

確定申告等 
＜番号＞ 

① 

番号を用いた情報
の名寄せ、管理 

② 障害者手帳
情報などの

取得 

所得情報の
提供 

③ 

公平・公正な課税、事務の効率化 

※このほか、マイポータルを通じた納税者への情報提供も実施予定 
 

公平・公正な課税、納税者の利便性向上 

通知等 
＜番号＞ 

他の地方税当局 

エルタックス 

情報提供ネットワークシステム 
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納税義務者 

②電子化された確定申告
書、法定調書のデータを、
地方税ポータルへ送付 

地方税ポータル 
（地方税電子化協議会） 

④確定申告書、法定調書の情
報を電子データで受取り、その
情報を基に課税業務を行う 

地方団体 

国税当局から地方団体へのデータ送信 

国税当局 

エルタックスによる国税・地方税連携の概要 

①確定申告書、法定調書 
 の国税当局への提出 

③送付先地方団
体ごとに自動で振
り分け 

●
  
●

  
  

●
  
●

  
  

地方税ポータル 
（地方税電子化協議会） 市町村 

市町村から国税当局へのデータ送信 

国税当局 

①調査により、扶養控除の否認や申告漏れ所得
の把握等を行い、課税所得額等を変更。変更後の
データを電子的に地方税ポータルへ送付。（※） 

②市町村から送信された
データを集約して、国税当
局へ送付 

③提供された情報を基
に、国税で把握している
課税所得額等を変更。 

●
  
●

  
  

●
  
●

  
  

※ 対応可能な市町村から 
 電子データでの提供を実施 
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地方税当局が所得情報等の地方税関係情報を提供する事務の具体例 

● 番号法の別表第二において、情報提供を受ける事務として１１５の事務が規定され、そのうち５３の事務に所得情報等
の地方税関係情報の提供が規定されている。 

分野 提供先 具体的な事務 

年金 厚生労働大臣 国民年金保険料の免除申請に関する事務、老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額の加算に関す
る事務、遺族厚生年金等の裁定請求に関する事務 

医療・介護 
（健康保険） 

全国健康保険協会、 
健康保険組合 

健康保険法による高額療養費の決定に関する事務、高額医療・高額介護合算制度に関する事務、入院
時食事療養費等の決定に関する事務 

医療・介護 
（国民健康保険） 

市町村長、 
国民健康保険組合 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務 

福祉 
（児童福祉） 

都道府県知事、 
市町村長 児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業、助産の実施に要する費用の徴収に関する事務 

福祉 
（児童扶養手当） 都道府県知事等 児童扶養手当の支給に関する事務 

福祉 
（老人福祉） 市町村長 老人福祉法による養護老人ホームに入所する際の利用者負担の決定に関する事務 

福祉 
（養育医療） 市町村長 母子保健法による未熟児への養育医療の給付に関する事務 

福祉 
（障害者福祉） 

都道府県知事、 
市町村長 障害者自立支援法による自立支援給付に関する事務 

労働等 
（職業訓練） 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に

関する事務 

労働等 
（学資の貸与） 

独立行政法人 
日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務 

地方税当局が所得情報等の地方税関係情報を提供する事務の具体例 

利用者負担の決定や給付の受給要件の確認に、現在は所得証明書等により確認しているが、         
社会保障・税番号制度の導入後は、情報提供ネットワークシステムを通じて照会することが可能となる。 
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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定 

現状 今後 

本人 

①申請 

【番号制度導入後の効果】 
情報提供ネットワークシステムにより所得情報等を市町村に照会
し、所得証明書の添付を縮減。当該情報等に基づき審査。 

【制度の概要】 
限度額適用を受けるため、申請書を広域連合に提出。添付され
た所得証明書等を基に審査し、認定されると限度額適用・標準
負担額減額認定証を交付。 

・被保険者の入院期間を証する書類 
・世帯員等の療養を証する書類 
・生活保護の要保護者 
・所得証明書 等 

添付書類 

本人 

添付書類 

広域連合 
（市町村） 

申請 

広域連合 

市町村 

所得証明書 

所得証明等を発行 

市町村 

所得情報等を回答 

※被保険者数 約1,473万人（平成23年度）。 
  限度額適用認定者数 約166万人（平成23年度｢後期高齢者医療制度実施状況調査｣より） 

添付書類の確認処理
が発生。 
約166万件（※） 

所得情報等 

認定証 

②交付 

・被保険者の入院期間を証する書類 
・世帯員等の療養を証する書類 
 
・生活保護の要保護者 
・所得証明書 等 

交付 

認定証 

添付書類の確認処
理の縮減。 

添付書類の簡素
化により市町村へ
の移動時間及び
交通費が不要。 

＜転出入があった場合等＞ ＜転出入があった場合等＞ 

添付書類に係る窓口へ
の移動時間及び交通費
が発生。 

年金保険者 

裁定通知 

年金保険者 

※現時点での想定であり、番号制度の具体的な
制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。  

厚生労働省作成資料をもとに作成 

情報提供 
ネットワークシステム 
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○ 企業は従業員の給与に係る源泉徴収票と給与支払報告書を税務署と従業員住所
地の市町村にそれぞれ仕分けた上で郵送している。 

○ 源泉徴収票と給与支払報告書はほぼ同内容であることから、一種類の様式をエル
タックス（地方税ポータル）に送信すれば、番号を活用して必要な提出先に自動的に
振り分けて提出されるようにすることで、企業の事務負担を軽減する。 

市町村A 

現状 今後 
【上記のイメージ】 

企業 

市町村B 市町村C 税務署 

給与支払
報告書 

給与支払
報告書 

市町村A 市町村B 市町村C 税務署 

従業員の住所
地ごとに仕分
けた上で郵送
する必要 

企業 

給与支払
報告書 

給与支払
報告書 

オンラインで一
カ所に送信すれ
ば、番号を活用
し、必要な組織
に自動的に振り
分け 

源泉 
徴収票 

ほぼ同内容の源
泉徴収票と給与
支払報告書をそ
れぞれ国と地方
に提出する必要 

源泉 
徴収票 

給与支払報
告書・源泉徴

収票 

給与支払
報告書 

給与支払
報告書 

地方税ポータル 

源泉徴収票・給与支払報告書の電子的提出先の一カ所化 

※ 給与支払報告書については、現状でも、エルタックス（地方税ポータル）
に送信すれば市町村ごとに自動で振り分けて送信される。 
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住所地の 
市町村役場 

納 
 
税 

 
者 

企業等 

年金 
保険者 

番号告知 

番号告知 番 
号 
で 
名 
寄 
せ 
・ 
合 
算 

給与支払等 

年金支払等 

※ 他の税目についても、番号制度導入により、納税義務者の現状把握が効率的に行えるようになることが期待。 

扶養等の認定の
ための調査 

報酬の支払調書
など各種法定調書 

給与支払報告書 
納税義務者約4,700万人 

税務署に提出を要しない支
払金額500万円以下の場合
も市町村には提出 

公的年金等支払報告書 
納税義務者約1,300万人 

税務署に提出を要しない支
払金額60万円以下の場合も
市町村には提出 

①名寄せ後の合計所得金額等の情報の提供 
②扶養控除等の認否情報の提供 

税務署 

 
 

確定申告書 

 
 

確定申告書【写し】 
約2,200万人 

 
 

住民税申告書 
 

地方税分野では、確定申告書や住民税申告書の情報、給与支払報告書等の資料情報や、市町村の有する住民情報等を、
番号をキーとして名寄せ・突合でき、納税者の所得情報をより的確かつ効率的に把握することが可能となる。 

福祉分野等へ 
所得情報等を提供 

他市町村に居住する 
被扶養者等の所得額 
の調査等に情報提供 
ネットワークシステム 
を利用 

社会保障・税番号制度を個人住民税で利用する場合のイメージ 

情報提供 
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ 
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国税当局から提供される法定調書に個人番号が付され、申告情報との名寄せが容易になることで、
申告された所得情報の確認、未申告者の洗い出しが効率的かつ的確に行われる。 

企業 納税者 

報酬の支払い 

氏名・住所（支払時）
の告知 市町村 

法定調書の提出 

氏名・住所（支払時） 

法定調書の内容の提供（紙） 

氏名・住所（支払時） 

現状 

• 氏名・住所による法定調書と確定申告の突合は困難（原因：記載ミス、転居、氏名の変更、外字） 
• 市町村が国税当局から情報提供を受けている法定調書は、一部を除いて電子データの提供はされておらず、多くの団

体は手作業で突合 

企業 納税者 

報酬の支払い 

番号の告知 

国税当局 市町村 

法定調書の提出 

番号 法定調書データの提供 

今後 

番号 

• オンライン提供を受けた法定調書データについては、システムにより番号を用い
て正確、効率的に申告情報と法定調書の内容を突合 

効率的、的確な所得の確認、
未申告者の洗い出しが可能に 

突
合 

突
合 

法定調書の名寄せの精度向上について 

確定申告 

氏名・住所（申告時）等 

申告データの提供 

申告データの提供 

確定申告 

番号 

番号 

国税当局 
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○ 現在、個人住民税の課税において、扶養者と被扶養者が別の市町村に居住している場合、被扶養者の所
得要件や二重扶養となっていない旨を確認するため、市町村間で書面による照会を行っている。 

○ このような照会を、情報提供ネットワークシステムを用いて正確かつ効率的に行うことができるようになり、
公平で正確な税負担を実現 

現状 

A町 
（地方税当局） 

息子 

母親 

娘 

扶養控除申告 
（母親） 

扶養控除申告 
（母親） 

B市在住の息子により被扶養者として申告されたA町に住

む母親の所得（扶養の要件を越えていないか）や被扶養の状況
（他の者に扶養されていないか）について、B市がA町に対し書面
により照会 
・母親の所在地の特定のため、B市は息子本人や勤め先への確
認が必要 

・B市は母親の氏名、住所をキーとして照会するため、照会を受け
たA町にとって本人の特定に手間がかかる 

・照会から回答までタイムラグ 

情報提供ネットワークシステムを用いることで、正確かつ
効率的に照会・回答が可能に 
・B市は番号を用いて住基ネットに照会することで、母親の所在地
を正確かつ効率的に把握 

・A町は番号をキーとして母親を正確かつ効率的に特定可能 
・照会・回答に係る事務作業が簡略化され、効率性向上、回答に
要する時間の短縮 

・照会・回答内容がルール化、標準化され、正確性、効率性向上 

息子 

母親 

娘 

扶養控除申告 
（母親） 
番号告知 

扶養控除申告 
（母親） 

番号告知 

今後 

照会 

回答 
B市 

（地方税当局） 

A町 
（地方税当局） 

B市 
（地方税当局） 

扶養の認定の精度向上について 

情報提供ネット 
ワークシステム 
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参 考 資 料 



番号法（抄） 

（特定個人情報の提供の制限） 
第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 
 一～六 略 
 七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあって

は、その者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四
欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下
「情報提供者」という。）に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保
有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを
使用して当該特定個人情報を提供するとき。 

 八 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村
長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他
政令で定める同法又は国税（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。）に関する法律の
規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令
で定める措置を講じているとき。 

 九～十四 略 

（利用範囲） 
第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（法令の規定により同表の下欄に掲げ
る事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務
の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用すること
ができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

２ 略 
３ 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第五十九条第一
項から第三項まで、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置
法（昭和三十二年法律第二十六号）第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第
三十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第九項、第十三項若しくは第十五項、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第五十七条
第二項若しくは第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第七条又は内国税の適正な課税
の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成九年法律第百十号）第四条第一項その他の法令又は条例の規定により、
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関によ
る第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を
行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、
同様とする。 
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番号法（抄） 

十六 都道府県知事又は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関
する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの 

十七 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主
務省令で定めるもの 

八十九 都道府県知事 地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成二十年法律第二十五号）による地方法人特別税の賦課徴収又は地
方法人特別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの 

別表第一（第九条関係） 

別表第二（第十九条、第二十一条関係） ※地方税分野が提供を受けるもの。 

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 

二十七 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの 

医療保険者又は後期
高齢者医療広域連合 

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省
令で定めるもの 

厚生労働大臣若しくは
日本年金機構又は共
済組合等 

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの 

二十八 都道府県
知事 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの 

二十九 厚生労働
大臣又は共済組
合等 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの 
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符号Ａ 

符号B 

個人 

市区町村以外の機関 

市区町村 

情報提供記録 

情報提供ネットワークシステム 
（コアシステム） 

霞が関ＷＡＮ 
ＬＧＷＡＮ等 

個人番号カードによる 
公的個人認証 

特定個人情報 
保護委員会 

 

情報提供ネット 
ワークシステム 

及び 
情報照会・提供 
機関に対する 

監視・監督など 

      【主な機能】 
○要求に応じて機関 

ごとに符号を生成 
○符号同士の紐付け 
○情報提供を許可。 

地方公共団体情報システム機構 

市町村が付番 

※機械的な読み取り＋パスワード入力 
（個人番号は用いない） 

IFシステム 中間サーバー 
住基連携用
サーバー 

符 号 A 

利用番号Ａ 

個 人 情 報 
コアシステム 

個 人 番 号 

利用番号Ａ 

基本4情報 

個 人 情 報 

住基全国サーバー 

IFシステム 中間サーバー 既存システム群 住基ＣＳ 

符 号 B 

利用番号B 

個 人 情 報 

個 人 番 号 

利用番号B 

基本4情報 

個 人 情 報 

○符号生成要求 
○個人番号等照会 

符号生成要求 

既存システム群 

自己情報 
表示機能 

プッシュ型 
サービス 

情報提供等 
記録開示機能 

ワンストップ
サービス 

インターネット 

個人番号カード 

生年月日 ○年□月△日 性別 女 
氏   名 番号花子 
住   所 △県○市□町1-1-1 
 

番号制度における情報連携の概要 

内閣官房作成資料 
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専用の回線 
（ＬＧＷＡＮ） 

【保険者→地方】 
・公的年金の特別 
 徴収対象者の 
 通知 
・公的年金等支払 
 報告書の提出 
 

【地方→保険者】 
・年金特別徴収の 
 税額通知 

【電子申告】 
・法人２税 
・固定資産税 
 （償却資産） 
・事業所税 
 

【電子的提出】 
・給与支払報告書 
・法人設立届等 
 

電子納税 

エルタックスの構成 

利用者（法人・
税理士） 

経由機関サーバ 

インターネット回線 
  (SSLで暗号化) 

年金保険者 

媒体搬送 
(専門業者） 

国税庁 

１．電子申告等  

２．年金からの特別徴収 

３．国税連携  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

振分機器 

ポータルサーバ 

〈主に都道府県・政令市〉 

庁内ＬＡＮ等 

クライアント端末 

 専用の回線 

〈地方税 
ポータル〉 

〈エルタックス〉 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LGWAN 
    

クライアント端末 

審査サーバ 

 
 
 

〈主に市町村〉 

【単独構築型】 
〈地方団体〉 

【共同利用型】 
エルタックス 

ベンダ 

受信サーバ 

審査サーバ 

受信サーバ 

【国→地方】 
・所得税確定申告 
・法定調書の一部 
 

【地方→国】 
・扶養是正情報・ 
 申告漏れ情報 
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エルタックスによる電子申告等の仕組み（給与支払報告書の提出のイメージ） 

企 業 
（給与支払者） 

従業員の住所地市区町村 
ごとに振り分けて郵送 

パンチ入力 

書面による提出 

●
  
●

  
  

●
  
●

  
  

基幹システム 

企 業 
（給与支払者） 

電子データ送付 

地方税ポータル 
（地方税電子化協議会） 

エルタックスによる提出 
自動で振り分け 

基幹システム 

●
  
●

  
  

●
  
●

  
  

市区町村 

市区町村 

○市区町村    ―    パンチ入力が不要 
（費用削減、正確性向上） 
 
 

○企業  ― 市区町村ごとの振り分け、 
       紙出力及び郵送が不要 
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